
一

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

は
じ
め
に

　

一
一
世
紀
の
中
頃
、
東
大
寺
上
座
慶
寿
は
平
群
郡
に
広
大
な
所
領
を

営
ん
で
い
た
。
そ
の
分
布
は
竜
田
川
流
域
の
内
平
群
か
ら
富
雄
川
が
大

和
川
に
合
流
す
る
あ
た
り
に
ま
で
広
が
り
、内
平
群
の
所
領
は
土
田
荘
、

富
雄
川
下
流
の
所
領
は
福
田
荘
と
呼
ば
れ
て
い
た

Б
。

　

康
平
八
年（
一
〇
六
五
）、慶
寿
は
華
厳
会
料
物
の
不
足
を
補
う
た
め
、

福
田
荘
・
土
田
荘
の
加
地
子
を
施
入
し
た
。
そ
の
所
領
は
後
家
が
継
承

し
た
の
ち
、
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）、
東
大
寺
大
仏
供
の
香
菜
免
田

の
う
ち
約
二
〇
町
が
定
免
と
し
て
置
か
れ
た
。
こ
れ
が
香
菜
免
の
「
福

田
荘
」
で
あ
る
。
ま
た
慶
寿
の
所
領
に
は
興
福
寺
の
進
官
免
も
置
か
れ

て
お
り
、「
吐
田
荘
」
と
呼
ば
れ
た
。
雑
役
免
に
よ
っ
て
香
菜
役
と
進

官
役
を
勤
め
、
加
地
子
に
よ
っ
て
華
厳
会
役
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
慶
寿
の
後
家
が
死
去
す
る
と
、
所
領
を
伝
領
し
た
領
主
た
ち

は
華
厳
会
役
を
怠
る
よ
う
に
な
っ
た
。
香
菜
役
・
進
官
役
は
雑
役
免
除

と
い
う
負
担
軽
減
措
置
が
あ
る
の
に
対
し
、
華
厳
会
役
は
加
地
子
つ
ま

り
領
主
得
分
を
割
い
て
東
大
寺
に
納
め
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
華
厳

会
料
の
収
納
が
領
主
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
嘉

承
二
年
（
一
一
〇
七
）、
東
大
寺
は
二
〇
町
の
香
菜
役
を
止
め
て
、
そ

の
代
り
に
華
厳
会
の
饗
膳
を
勤
仕
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
雑

役
免
田
と
し
て
の
華
厳
会
免
田
が
成
立
し
た
。

　

香
菜
免
田
の
収
取
は
東
大
寺
別
当
の
も
と
三
綱
が
携
わ
っ
た
が
、
華

厳
会
免
田
は
大
衆
に
委
ね
ら
れ
た
。
天
仁
三
年
（
一
一
一
二
）
に
大
衆

は
、
免
田
に
段
別
一
前
の
饗
膳
（
飯
六
升
・
温
飯
二
升
・
追
物
八
種
・

汁
二
種
）
を
課
し
、
加
地
子
に
よ
り
菓
子
・
酒
を
勤
め
る
こ
と
を
定
め

た
。
し
か
し
菓
子
・
酒
の
支
弁
は
早
く
に
無
実
化
し
た
と
考
え
ら
れ
、

饗
役
は
福
田
荘
・
土
田
荘
と
も
に
米
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

香
菜
免
田
と
進
官
免
田
は
同
じ
坪
に
置
か
れ
た
場
合
で
も
合
わ
せ
て

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

佐　
　

藤　
　

泰　
　

弘



二

一
町
を
超
え
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
た

В

。
華
厳
会
免
田
は
福
田

荘
・
土
田
荘（
内
平
群
）を
合
わ
せ
て
一
九
町
九
段
三
〇
〇
歩
で
あ
り
、

進
官
免
田
は
公
田
畠
・
不
輸
田
畠
の
合
計
が
三
〇
町
七
段
二
二
〇
歩
で

あ
る
。
都
合
五
〇
町
七
段
一
六
〇
歩
の
雑
役
免
田
が
慶
寿
の
所
領
に
置

か
れ
て
い
た
。
免
田
で
は
な
い
田
地
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ

の
田
数
は
慶
寿
領
の
最
低
面
積
で
あ
る

Г

。

　

本
稿
で
は
、
一
二
・
一
三
世
紀
に
お
け
る
饗
料
収
納
の
仕
組
み
と
領

主
の
動
向
を
考
察
す
る
。

一　

一
二
世
紀
の
華
厳
会
免
田

１　

三
つ
の
注
文

　

一
二
世
紀
に
お
け
る
華
厳
会
饗
料
の
収
取
に
つ
い
て
三
通
の
注
文
が

残
さ
れ
て
い
る
。
①
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
三
月
日
華
厳
会
床
饗
免

田
名
々
注
文
案
、
②
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
三
月
二
八
日
華
厳
会
饗

勤
否
注
文
案
、
③
年
月
日
未
詳
華
厳
会
床
饗
免
田
注
文
案
で
あ
る

Д

。
注

文
①
は
華
厳
会
免
田
の
全
体
を
簡
略
に
記
し
、
注
文
②
③
は
福
田
荘
を

除
い
た
内
平
群
（
土
田
荘
）
の
み
の
収
納
状
況
を
取
り
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
る
。

　

①
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
三
月
日
華
厳
会
床
饗
免
田
名
々
注
文

　

こ
の
注
文
は
華
厳
会
免
田
の
田
数
を
一
一
の
名
ご
と
に
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
一
部
に
領
主
や
収
納
状
況
を
付
記
し
て
い
る
（
表
１
の
①
欄

参
照
）。
嘉
承
二
年
の
田
数
と
対
照
す
れ
ば
、
福
田
荘
九
町
八
段
を
除

く
一
〇
町
二
段
が
土
田
荘
に
由
来
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
内
平

群
の
免
田
が
二
町
六
段
以
上
も
減
り
、そ
の
分
だ
け
福
田
荘
が
増
え
て
、

内
平
群
と
福
田
荘
と
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。

　

福
田
荘
は
領
主
の
注
記
を
欠
く
が
、
北
土
田
荘
が
覚
仁
、
南
土
田
荘

が
河
内
権
守
清
貞
で
あ
る
。
櫟
田
の
領
主
は
公
深
、
武
重
は
一
乗
院
で

あ
り
、注
記
の
な
い
知
事
実
円
・
兼
秀
は
領
主
の
名
前
で
あ
る

Е

。勢
弁
・

春
禅
・
為
助
・
国
重
も
領
主
の
名
だ
ろ
う
。
個
々
の
所
領
が
収
取
単
位

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
一
あ
る
名
の
う
ち
南
北
土
田
荘
と
福
田
荘
の
み
が
荘
を
称
し
て
い

る
の
は
、
慶
寿
の
土
田
荘
・
福
田
荘
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

Ё

。

注
文
①
は
免
田
数
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
個
々
の
領
主
の
所
領
規
模
を

示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
福
田
荘
は
分
割
さ
れ
ず
一
荘
と
し
て
伝

領
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、土
田
荘
は
上
下
に
分
割
さ
れ
た
う
え
、

少
な
く
と
も
八
人
の
領
主
に
譲
渡
も
し
く
は
売
却
さ
れ
た
こ
と
が
確
か

で
あ
る
。
こ
れ
は
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
の
雑
役
免
顛
倒
注
文
が
内

平
群
の
免
田
に
つ
い
て
「
領
主
、
一
乗
院
領
少
々
、
并
せ
て
郡
内
の
下



三

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

人
ら
散
々
に
領
す
」
と
説
明
す
る
状
態
に
一
致
し
て
い
る

Ж

。

　

②
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
三
月
二
八
日
華
厳
会
饗
勤
否
注
文

　

こ
の
注
文
は
内
平
群
に
お
け
る
華
厳
会
饗
膳
の
進
納
額
を
名
ご
と
に

ま
と
め
、
三
件
の
未
進
の
事
情
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
成
者
は
覚

仁
で
あ
る
。
日
下
に
「
以
二
此
文
一
後
々
可
レ
致
二
沙
汰
一
也
。
覚
仁
在
判
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
覚
仁
が
饗
料
の
収
納
業
務
（
と
く
に
三
件
の
未
進

処
理
）を
後
任
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
作
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

注
文
は
ま
ず
南
土
田
・
櫟
田
・
勢
与
名
・
兼
殿
勢
尊
名
・
勢
暹
・
宗

貞
名
・
豊
恒
名
に
つ
い
て
進
納
を
記
し
て
い
る
。
饗
役
は
前
数
（
饗
膳

の
数
量
）
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
前
が
一
段
に
当
り
段
別
一
斗
で
あ

る

З

。
次
に
南
土
田
を
例
示
す
る
。
細
字
双
行
は
一
行
に
改
め
た
。

Ａ　

南
土
田
見
勤
卅
九
前
小
、
内
十
七
前
安
成
弁
、
仲
清
従
（
仮
）　

同
内
二
前

二
郎
丸
上
、
住
南
水
門　

同
内
二
前
是
末
上
、
勝
泉
房
領
、
四
郎
入
道
兄
弟
常

戸
南　

同
内
四
前
久
成
上　

同
内
一
前
菊
成
上
、
紀
源
次
領　

同
内
二

前
武
貞
上
、即
同
領　

同
内
二
前
国
清
上
、成
智
房
領　

同
内
二
前
則
清
上
。

但
信
貴
之
松
惠
房
買
伝
之
云
　々

同
内
三
前
貞
包
上
、
深
観
房
領　

同
内
三

前
正
綱
上

　

 
已
上
南
土
田
分
所
弁
卅
八
前　

不
足
一
前
小
五
郎
房
、
若
卅
二
坪

等
分
歟
。

【表１】華厳会免田の名

嘉承２年(1107) ①保延３年(1137) ②承安５年(1175) ③年未詳

段 歩 段 歩 注記 段 歩 段 歩

土田荘 128 240

櫟田 6 120 阿波君公深領 → 櫟田 6 120 → 櫟田 6 300

南土田荘 38 180
河内権守清貞領。
但見勤十七前半、
対捍廿一前。

→ 南土田 39 120 → 下土田 40 60

北土田荘 10 120 覚仁見領 → 上土田 2 120 → 上土田 46 180

国重 10 240 → 勢与名 10 240 → 勢与 7

武重 13 180 一乗院御領 → 兼殿勢尊名
(成重小荘)

21 → 小庄 17

兼秀 2 240 → 勢暹名 9 120 → 勢暹 1 120

春禅 2 豊恒名 3 → 助正入道 3

知事実円 12 東南院 7 小庄・ 
上・下 6 180

為助名 3 号吉田御庄威不勤。 助定 2

勢弁 3 宗貞名 2

小計 102 103 240 128 120

福田荘 71 60 福田荘 98

合計 199 300 合計 200



四

　

南
土
田
は
三
九
前
小
つ
ま
り
三
町
九
段
一
二
〇
歩
の
免
田
が
あ
り
、

饗
役
を
勤
め
て
い
る
。
そ
の
内
訳
と
し
て
「
二
前
久
成
上
」
の
よ
う
に

進
納
額
・
進
納
者
が
記
さ
れ
、
一
部
に
は
「
一
前
菊
成
上
、
紀
源
次
領
」

の
よ
う
に
領
主
も
併
記
さ
れ
て
い
る
。
各
進
納
額
を
合
計
す
る
と
三
八

前
と
な
り
、
一
前
小
が
不
足
す
る
。
饗
料
を
収
納
し
た
時
の
記
録
（
収

納
日
記
）
を
名
別
に
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
算
定
さ
れ
て
い
た
名

の
収
納
総
額
と
食
い
違
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
覚
仁
は
未
進
が
五
郎

房
も
し
く
は
三
二
坪
の
分
か
と
注
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
注
文
は
七
つ
の
名
ご
と
に
進
納
額
を
記
し
、
そ
の
後
、

次
の
よ
う
に
各
名
の
未
進
分
を
抜
き
出
し
て
列
記
し
て
い
る
。

Ｂ　

五
郎
房
一
前　

三
里
卅
二
坪
一
前　

助
定
二
前　

縁
花
房
三
前

　
　

助
守
二
前　

成
重
小
庄
尚
未
進
一
前
半
之
可
レ
尋
レ
之　

勢
暹
名
助

　
　

守
一
前　

上
土
田
二
前
小　

東
南
院
領
七
前

　

こ
の
う
ち
助
定
・
上
土
田
・
東
南
院
領
は
承
安
五
年
の
進
納
実
績
が

な
い
。

　

表
１
の
②
欄
に
名
ご
と
の
集
計
を
田
数
で
示
し
た
。
表
２
は
そ
の
細

目
で
あ
る
。
未
進
が
二
割
ほ
ど
あ
る
た
め
饗
料
を
納
め
た
田
数
は
八
町

二
段
一
八
〇
歩
（
八
石
二
斗
五
升
）
で
あ
る
。
ま
た
南
土
田
に
は
七
人

の
領
主
が
み
え
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
名
は
一
人
の
領
主
の
所
領
と
考
え

ら
れ
る
。

　

保
延
か
ら
承
安
ま
で
四
〇
年
ほ
ど
を
経
て
お
り
、
久
安
か
ら
平
治
の

頃
に
は
収
取
が
滞
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が

И

、
保
延
と
承
安
の
総
田
数

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
各
名
に
つ
い
て
み
る
と
、
櫟
田
・
南
土

田
を
除
い
て
、
変
動
が
大
き
い
。
と
く
に
上
土
田
（
北
土
田
）
は
田
数

が
大
幅
に
減
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
名
は
①
か
ら
②
へ
の
継
承
関
係
を

想
定
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

КУ

。
こ

の
変
化
は
領
主
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
三
項
目
の
未
進
・
対
捍
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

Ｃ　

一
、
南
土
田
東
条
三
里
卅
二
坪
三
段
内
、
見
勤
二
段
、
不
レ
勤
一

段
也
。
件
坪
内
南
土
田
領
六
段
云
々
。
内
進
官
四
段
饗
免
二
段

者
、不
足
一
段
也
。案
レ
之
、坪
内
上
土
田
一
段
・
水
氷
三
段
云
々

者
、若
清
貞
等
売
放
歟
。然
者
付
二
件
田
一
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
由
、

下
二

―

知
仲
清
一
畢
。

　

三
里
三
二
坪
に
は
華
厳
会
免
田
が
三
段
あ
る
が
、
饗
役
の
勤
仕
は
二

段
だ
け
で
、
一
段
は
勤
め
て
い
な
い
。
こ
の
坪
に
あ
る
南
土
田
領
は
六

段
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
が
進
官
免
四
段
・
饗
免
二
段
で
あ
る
。
本
来
は

饗
免
が
三
段
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
二
段
に
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
、
同
坪
に
は
上
土
田
が
一
段
、
水
氷
が
三
段
を
所
持
し
て
い
る
。
南

土
田
六
段
・
上
土
田
一
段
・
水
氷
三
段
を
合
わ
せ
る
と
ち
ょ
う
ど
一
町

に
な
る
こ
と
か
ら
、
南
土
田
領
は
本
来
七
段
あ
っ
た
が
、
領
主
の
清
貞



五

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

【表２】承安５年の領主と作人
段 歩 段 歩 作人 領主

櫟田 6 120 6 120 常任上

南土田 39 120

17 安成弁 仲清仮
2 二郎丸上 住南水門
2 是末上 勝泉房領、四郎入道兄弟常戸南
4 久成上
1 菊成上 紀源次領
2 武貞上 即同領〔武貞〕
2 国清上 成智房領
2 則清上 但信貴之松恵房買伝云々
3 貞包上 深観房領
3 正綱上
1 120 （五郎房、若卅二坪等分歟）

勢与名 10 240 10 240 宗包上 在大夫領

勢暹名 9 120

3 久成上
1 助守上

120 正綱上
2 為次上
2 240 □位則方上 顕秀本領
1 助守

宗貞名 2 2 安元弁之
豊恒名 3 3 則行弁 助正入道界増領

兼殿勢尊名
(成重小荘)

21

1 菊成上 号成重小庄
1 180 武貞上
5 180 正綱上
1 為清上
5 180 松恵房上 (同内歟)

3 縁花房
2 助守
1 180 (尚不足、可尋之）

東南院 7

助定 2

上土田 2 120

合計 103 240

1)田数のゴシックは未進分。
2) 注文は所弁8町3段半・未進2町大と集計する(計10町4段60歩)。しかし各所進・未進の内訳の集
計と厳密には一致しない。南土田の未進1段120歩は、未進内訳では五郎房・三里卅二坪が各1段
となっている。
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【表３】嘉承と年未詳注文の坪付対照表

条里 坪 嘉承２年 年未詳注文
段 歩 名 段 歩 段 歩 領主など

中３ 36 7 勢与名 7 7

東３ 26 1 120 勢暹名 1 120 1 120

東２ 33 3 120 櫟田 6 300
3 120 恒貞・清道<正吉知之>

東２ 36 3 180 3 180 恒貞・清道<正吉知之>
東３ 15 6

上土田 46 180

6 末行
東３ 16 3 3 末行
東３ 21 7 7 末行
東３ 22 2 240 2 240 宗清
東３ 28 7 7 末行
東３ 32 1 末行
東３ 33 6 120 6 末行
東３ 34 4 180 4 180 末行
東３ 35 1 120 1 120 末行
東４ 6 8 8 末行2｡(未詳6)

中３ 25 5

下土田 40 60

5 号福貴寺対捍2

中３ 26 1 1 宗清
中４ 3 1 1

東２ 4 180 180 源次入道
東２ 21 4 4 松恵坊3・心観坊１

東２ 22 240 240 松恵坊
東２ 25 1 1 平大夫入道
東２ 28 6 6 松恵房・教王房
東３ 19 5 5 武貞2・成智房2・朽田貞包1

東３ 27 1 1 平大夫入道。但大進官
東３ 29 6 6 松恵房
東３ 30 2 2 二郎入道
東３ 31 5 5

東３ 32 3 2

東１ 22 2

小庄 17 0

2 貞平四郎入道
東３ 2 2 2 松恵房
東３ 4 7 7

東３ 20 6 6

中４ 11 3 助正入道 3 3

東３ 3 6 180 小庄・上・下 6 180 6 180 貞包・松恵房・勢進
合計 128 240 128 120

 上土田の東条３里32坪１段は嘉承２年には下土田である
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等
が
饗
免
一
段
分
を
上
土
田
も
し
く
は
水
氷
に
売
却
し
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
売
り
払
っ
た
一
段
分
に
つ
い
て
は
、
田
地
を
買
得
し

た
領
主
か
ら
饗
役
を
収
取
す
る
よ
う
に
、
覚
仁
は
仲
清
に
下
知
し
た
の

で
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
年
未
詳
注
文
に
よ
る
と
東
条
三
里
三
二
坪
に

は
饗
免
三
段
が
あ
り
上
土
田
一
段
・
下
土
田
二
段
で
あ
る
。
饗
免
田
一

段
の
売
却
先
は
上
土
田
の
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｄ　

一
、
同
里
廿
坪
縁
花
房
領
内
饗
免
三
段
内
一
段
対
捍
事
。
件
人
領

五
段
也
。
其
内
兼
殿
号
二
入
田
一
、
年
来
為
二
二
段
一
之
処
、
近

年
彼
庄
司
智
暹
押
致
二
入
田
三
段
之
催
一
之
後
、
饗
免
内
一
段

所
二
々
渋
一
也
。

　

東
条
三
里
二
〇
坪
に
は
縁
花
房
領
が
五
段
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
段
が

華
厳
会
饗
免
、
二
段
が
兼
殿
入
田
で
あ
っ
た
。
兼
殿
と
は
一
乗
院
領
兼

殿
荘
の
こ
と
で
あ
る
。「
入
田
」
と
は
兼
殿
荘
が
縁
花
房
領
を
荘
内
に

取
り
込
ん
で
雑
役
を
収
取
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
兼
殿
荘
司
知
暹
が
入
田
と
し
て
三
段
分
を
収
取
し
た
た
め
、
饗

免
一
段
分
を
渋
っ
て
い
る
。
注
文
に
お
い
て
縁
花
房
領
は
三
段
が
未
進

と
な
っ
て
お
り
、
饗
役
の
数
量
が
決
ま
ら
な
い
た
め
、
納
め
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

縁
花
房
領
三
段
は
兼
殿
勢
尊
名
（
成
重
小
荘
）
に
属
し
て
い
る
。
嘉

承
二
年
坪
付
に
よ
る
と
こ
の
坪
に
は
饗
免
が
六
段
あ
る
の
で
、
残
り
三

段
は
縁
花
房
以
外
の
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
年
未
詳
注
文

で
は
六
段
の
饗
免
が
小
荘
つ
ま
り
兼
殿
荘
に
属
し
て
い
る
。
一
乗
院
領

兼
殿
荘
の
勢
尊
名
（
成
重
小
荘
）
が
縁
花
房
領
を
含
む
六
段
の
負
名
と

な
っ
て
い
る
。

Ｅ　

一
、
中
条
三
里
廿
五
坪
饗
免
五
段
内
二
段
対
捍
事
。
件
坪
南
土
田

内
也
。
而
清
貞
譲
二
女
子
一
、
夫
富
河
泉
大
夫
入
道
伝
領
之
後
、

凡
清
貞
負
所
饗
免
内
廿
余
前
所
渋
、
多
年
不
二
勤
仕
一
間
、
無
二

其
沙
汰
一
。
近
年
被
二
裁
決
一
之
後
、
加
レ
催
之
処
、
申
云
、
件

得
分
田
二
段
、
年
来
官
物
依
レ
弁
二
福
貴
寺
一
、
不
レ
及
二
饗
勤
一

云
々
。
尋
二
子
細
一
之
処
、
寄
二
彼
寺
一
事
、
近
来
作
人
之
構
也
。

雖
レ
然
尚
弁
二
二
斗
代
一
。
已
除
二
饗
料
一
之
心
也
。
彼
寺
者
皆
三

斗
代
云
々
。

　

中
条
三
里
二
五
坪
は
饗
免
五
段
の
う
ち
二
段
分
を
勤
め
て
い
な
い
。

こ
の
坪
は
南
土
田
で
あ
り
、
清
貞
か
ら
女
子
を
経
て
、
そ
の
夫
富
河
泉

大
夫
入
道
が
相
伝
し
た
。
と
こ
ろ
が
清
貞
の
負
所
と
な
っ
て
い
る
饗
免

の
う
ち
二
〇
余
前
が
問
題
を
か
か
え
て
い
た
た
め

КФ

、
二
五
坪
の
対
捍
に

も
対
処
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
「
廿
余
前
所
渋
」
は
①
保
延
注
文
の
南

土
田
荘
で
「
対
捍
廿
一
前
」
と
あ
る
も
の
に
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
対
捍
は
三
〇
年
余
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

覚
仁
が
二
〇
余
前
の
問
題
が
解
決
し
た
の
ち
二
五
坪
の
対
捍
に
つ
い
て
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催
促
し
た
と
こ
ろ
、
伝
領
し
た
二
段
は
官
物
を
福
貴
寺
に
納
め
て
い
る

の
で
饗
役
を
勤
め
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
尋
ね
て
み
る

と
、
土
地
を
福
貴
寺
に
寄
せ
た
こ
と
は
、
近
来
作
人
が
行
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
福
貴
寺
へ
は
三
斗
代
の
と
こ
ろ
を
二
斗
代
し
か
納
め
て

お
ら
ず
、
一
斗
代
の
饗
料
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

覚
仁
は
保
延
三
年
注
文
で
北
土
田
荘
の
免
田
一
町
一
二
〇
歩
の
領
主

で
あ
り
、
承
安
五
年
の
段
階
で
も
上
土
田
の
領
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
上
土
田
の
免
田
は
二
段
一
二
〇
歩
に
減
り
、
未
進
し
て
い
る
。

し
か
し
覚
仁
が
特
に
問
題
と
し
た
の
は
、
免
田
の
売
却
、
他
荘
へ
の
取

り
込
み
、
寺
院
へ
の
寄
進
と
い
う
土
地
所
有
権
や
収
取
権
の
移
転
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
。
覚
仁
は
、
上
土
田
の
未
進
も
含
め
、
対
応
可
能
な

事
柄
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

КХ

。

　

③
年
月
日
未
詳
華
厳
会
床
饗
免
田
注
文

　

こ
の
注
文
は
内
平
群
の
免
田
数
を
条
里
坪
ご
と
に
書
き
上
げ
、
名
と

領
主
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

Ｆ　

内
平
群
郷
東
条
一
里
廿
二
坪
二
段小庄
　
領
主
字
貞
平
四
郎
入
道
知
之

■
■　
　
　
　
　

今
得
光
沙
汰

二
里
四
坪
百
八
十
歩
下
土
田
。
源
次
入
道
沙
汰

卅
一
坪
四
段
下
土
田
。
松
恵
房
三
段
・
心
観
房
一
段

　

細
字
で
書
か
れ
た
注
記
の
う
ち
、「
小
庄
」「
下
土
田
」
等
は
名
の
呼

称
で
あ
る
。
ま
た
「
領
主
字
貞
平
四
郎
入
道
知
之
。
今
得
光
沙
汰
」「
源

次
入
道
沙
汰
」「
松
恵
房
」
の
よ
う
に
人
名
が
書
か
れ
た
部
分
は
領
主

の
名
前
で
あ
ろ
う
。
作
成
年
代
は
泉
谷
康
夫
に
よ
り
承
安
五
年
以
降
と

推
定
さ
れ
て
い
る

КЦ

。
表
１
の
③
欄
に
は
名
ご
と
に
集
計
し
た
田
数
を
示

し
、
表
３
に
細
目
を
掲
げ
た
。

　

こ
の
坪
付
は
末
尾
に
「
已
上
、
十
二
丁
八
段
大
内
三
段
百
廿
歩
対
捍
歟
」

と
記
し
、
坪
付
の
田
数
も
総
計
で
一
二
町
八
段
一
二
〇
歩
と
な
る
。
総

田
数
は
嘉
承
三
年
の
土
田
荘
の
も
の
に
回
復
し
て
い
る

КЧ

。

　

七
つ
の
名
は
承
安
五
年
に
も
見
え
て
い
た
が
（
助
正
は
豊
恒
名
の
領

主
）、
名
の
数
が
承
安
五
年
の
一
〇
か
ら
七
に
ま
で
減
っ
て
い
る
。
上

土
田
・
下
土
田
・
小
荘
の
三
つ
で
九
割
を
占
め
、
上
土
田
・
下
土
田
の

規
模
が
ほ
ぼ
並
ん
で
飛
び
抜
け
て
い
る
。
な
か
で
も
上
土
田
の
田
数
は

承
安
五
年
か
ら
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。こ
の
増
加
分
に
は
、勢
与
名
・

勢
暹
名
・
東
南
院
・
助
定
・
宗
貞
名
お
よ
び
福
田
荘
か
ら
の
移
転
分
な

ど
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
一
三
世
紀
に
な
る
と
東
大
寺
は
内
平
群
の
華
厳
会
免
田
を
上
土

田
荘
・
下
土
田
荘
と
し
て
把
握
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
傾
向
は
す

で
に
現
れ
て
い
る
。
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三
通
の
華
厳
会
免
田
注
文
に
よ
る
と
、
内
平
群
（
土
田
荘
）
の
免
田

数
は
、
一
二
町
八
段
二
四
〇
歩
に
始
ま
り
、
①
一
〇
町
二
段
、
②
一
〇

町
三
段
二
四
〇
歩
、
③
一
二
町
八
段
一
二
〇
歩
（
二
四
〇
歩
）
と
変
動

し
て
い
る
。
土
田
荘
の
田
数
は
本
来
、
福
田
荘
よ
り
五
町
ほ
ど
多
か
っ

た
が
、
①
②
で
は
福
田
荘
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
っ
て
い
る
。
免
田
が
増
減

し
て
い
る
こ
と
の
実
態
は
未
詳
で
あ
る

КШ

。
少
な
く
と
も
保
延
か
ら
承
安

の
間
は
、
内
平
群
と
福
田
荘
の
免
田
数
が
同
じ
規
模
に
調
整
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
三
通
の
注
文
か
ら
は
、
内
平
群

の
土
田
荘
（
吐
田
荘
）
が
、
上
・
下
（
南
・
北
）
に
分
か
れ
、
さ
ら
に

多
数
の
領
主
に
売
買
・
譲
与
さ
れ
て
い
く
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
領
主
に
は
成
智
房
・
紀
源
次
な
ど
寺
僧
・
俗
人
が
見
え
る
ほ
か

東
南
院
・
一
乗
院
な
ど
有
力
な
院
家
も
見
え
て
い
る
。
上
土
田
荘
・
下

土
田
荘
や
一
乗
院
領
の
勢
尊
や
兼
殿
荘
内
成
重
小
荘
は
、
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
の
維
摩
会
不
足
米
餅
等
定
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る

КЩ

。

　

東
大
寺
は
華
厳
会
役
を
収
取
す
る
た
め
、
領
主
の
所
領
を
名
と
し
た

り
、
複
数
の
所
領
を
組
み
合
わ
せ
て
名
と
し
た
り
し
た
。
領
主
の
変
動

と
と
も
に
名
の
変
動
が
著
し
い
な
か
で
、
櫟
田
・
南
土
田
は
安
定
し
て

い
る
。
と
く
に
南
土
田
（
下
土
田
）
は
領
主
が
①
一
人
、
②
七
人
、
③

九
人
と
増
え
て
免
田
の
分
有
が
進
行
し
て
い
る
も
の
の
、
名
の
田
数
は

ほ
ぼ
一
定
に
保
た
れ
て
い
る
。

　

保
延
三
年
の
南
土
田
の
領
主
は
清
貞
で
あ
り
、
承
安
五
年
の
仲
清
は

そ
の
子
息
と
考
え
ら
れ
る
。
仲
清
は
「
十
七
前
安
成
弁
、
仲
清
従
（
仮
）」

と
安

成
と
い
う
仮
名
で
一
町
七
段
分
を
弁
済
し
て
お
り
（
史
料
Ａ
）、
自
作

の
領
主
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
父
清
貞
も
同
じ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
承

安
五
年
の
時
点
で
、
少
な
く
と
も
一
町
七
段
は
仲
清
の
所
領
で
あ
っ

た

КЪ

。
こ
の
仲
清
の
曾
祖
父
は
慶
寿
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

КЫ

。
南
土

田
の
領
主
は
慶
寿
の
子
孫
で
あ
り
、
免
田
を
自
作
し
て
い
た
。
南
土
田

に
は
華
厳
会
免
田
で
は
な
い
田
地
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
全

貌
は
未
詳
で
あ
る
。

　

ま
た
仲
清
は
「
下
土
田
東
大
寺
華
厳
会
饗
免
田
名
主
」
で
あ
り
、
文

治
四
年
（
一
一
八
八
）
に
そ
の
職
を
子
息
の
興
福
寺
僧
宗
慶
に
譲
っ
て

い
る

КЬ

。
仲
清
の
父
清
貞
も
名
主
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
寄
進
本
主

の
子
孫
が
領
主
と
し
て
現
地
に
お
り
、
手
放
し
た
所
領
に
つ
い
て
も
名

主
と
し
て
饗
役
の
勤
仕
を
取
り
ま
と
め
て
き
た
。
南
土
田
の
免
田
が
複

数
の
領
主
に
分
有
さ
れ
な
が
ら
も
一
定
規
模
の
名
と
し
て
継
続
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
名
主
の
存
在
に
よ
る
の
で
あ
る
。



一
〇

３　

覚
仁
と
真
妙

　

保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
の
注
文
に
「
北
土
田
庄
覚
仁
見
領
」
と
見

え
る
よ
う
に
、
北
土
田
荘
の
領
主
は
覚
仁
で
あ
っ
た
。
覚
仁
は
南
土
田

の
清
貞
・
仲
清
父
子
と
同
じ
よ
う
に
慶
寿
の
子
孫
で
あ
る
（
後
掲
史
料

Ｉ

ЛУ

）。
土
田
荘
が
南
北
（
上
下
）
に
分
け
ら
れ
た
時
、
北
土
田
荘
は
覚

仁
の
系
統
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

ЛФ

。
覚
仁
が
華
厳
会
免
田
を
手
放
し

て
い
る
こ
と
、
南
土
田
の
領
主
が
手
放
し
た
免
田
は
南
土
田
と
い
う
名

に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
注
文
①
②
に
み
え
る
名
の
多

く
は
北
土
田
の
免
田
に
由
来
す
る
と
推
定
で
き
る
。

　

し
か
し
覚
仁
は
南
土
田
の
領
主
と
は
異
な
り
、
自
領
か
ら
分
出
し
た

免
田
を
北
土
田
と
し
て
取
り
ま
と
め
て
い
な
い
。
覚
仁
は
名
主
の
う
え

に
立
っ
て
内
平
群
で
の
収
納
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

よ
う
な
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

覚
仁
が
華
厳
会
饗
料
の
収
納
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

東
床
饗
料
下
行
升
由
緒
記
録
と
呼
ぶ
べ
き
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ

て
い
る

ЛХ

。

Ｇ　

抑
東
床
饗
、
為
二
年
預
五
師
之
沙
汰
一
之
時
、
饗
料
不
足
之
上
、

器
物
追
年
不
レ
定
。
被
レ
付
二
威
儀
師
覚
仁
一
之
後
、
以
二
黒
田
庄
本

斗
一
収
納
、
以
二
同
庄
御
封
斗
一
下
行
之
。
而
之
間
、
床
衆
毎
年
雖
レ

成
レ
欝
、
空
経
二
数
年
一
之
処
、
至
二
建
仁
二
年
一
、
為
二
大
衆
并
政

所
御
沙
汰
一
、
重
々
経
二
沙
汰
一
以
二
彼
納
斗
一
始
下
行
之
。
仍
満
寺

衆
散
二
年
来
之
愁
訴
一
了
。

　

年
預
五
師
が
担
当
し
た
時
に
饗
料
が
不
足
し
た
り
下
行
升
が
定
ま
ら

な
か
っ
た
の
は
、
年
預
が
毎
年
交
替
す
る
た
め
継
続
性
が
乏
し
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
覚
仁
が
黒
田
荘
の
本
升
・
御
封
升
を
用
い
た
の
は
、
黒
田

荘
の
経
営
に
活
躍
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

ЛЦ

。
ま
た
床
衆（
華
厳
会
色
衆
）

が
収
納
升
と
下
行
升
が
違
う
こ
と
に
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
覚
仁
を
解

任
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
覚
仁
の
担
当
に
な
っ
て
収
取
が
安
定
し
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
覚
仁
は
経
営
手
腕
に
長
け
た
東
大
寺
僧
で
あ
る
た

め
に
起
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
東
大
寺
は
寄
進
本
主
の
子
孫
に
収
納
を
統
括
さ
せ
る
こ
と
で
、
円

滑
な
収
納
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
覚
仁
が
年
預
に
代
わ
っ
て
収
納
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
る
の
は

い
つ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
覚
仁
が
黒
田
荘
な
ど
の
寺
領
経
営
に
直
接
に
関

与
し
始
め
る
の
は
、
威
儀
師
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
天
承
二
年

（
一
一
三
三
）
以
降
で
あ
る

ЛЧ

。
ま
た
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）・
元
永
三

年
（
一
一
二
〇
）・
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
は
別
当
等
が
華
厳
会
の

料
物
を
供
出
し
て
お
り

ЛШ

、
こ
の
間
は
華
厳
会
免
田
の
饗
料
収
納
が
滞
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
覚
仁
が
担
当
し
て
い
れ
ば
収
納
が
円
滑
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
天
承
頃
ま
で
は
年
預
五
師
が
饗
料
の
収
納
を
担
当
し
て



一
一

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

お
り
、
覚
仁
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

覚
仁
と
華
厳
会
免
田
の
関
係
に
つ
い
て
は
①
保
延
三
年（
一
一
三
七
）

注
文
が
領
主
を
「
○
○
領
」
と
注
記
し
て
い
る
な
か
、
覚
仁
だ
け
「
見

領
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
「
見
領
」
は
覚
仁
が

上
土
田
荘
の
多
く
を
手
放
し
た
こ
と
に
対
す
る
意
味
合
い
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
注
文
の
作
成
者
が
覚
仁
で
あ
り
、
自
領
で
あ
る
た
め「
見
領
」

と
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
覚
仁
が
内

平
群
に
お
け
る
饗
料
の
収
納
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
保
延
三
年

の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
覚
仁
は
少
な
く
と
も
一
度
は
華
厳
会
米
の
担
当
を
外
さ
れ
て
い

る（
後
掲
史
料
Ｈ
）。
久
安
四
年（
一
一
四
八
）や
平
治
元
年（
一
一
五
九
）

に
は
華
厳
会
米
の
収
納
が
滞
っ
て
い
た
徴
証
が
あ
る

ЛЩ

。
こ
の
頃
、
覚
仁

は
饗
料
の
担
当
を
外
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
覚

仁
は
復
帰
し
て
収
納
を
立
て
直
し
、
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
を
最
後

に
退
い
た

ЛЪ

。

　

そ
の
あ
と
は
妻
の
尼
真
妙
が
内
平
群
に
お
け
る
饗
料
の
収
取
を
引
き

継
い
だ
。
華
厳
会
米
の
未
進
を
解
消
す
る
た
め
、
真
妙
は
建
仁
元
年

（
一
二
〇
一
）
に
官
使
・
寺
使
を
申
し
下
し
、
負
名
に
引
き
合
わ
せ
よ

う
と
し
た

ЛЫ

。
と
こ
ろ
が
官
使
・
寺
使
と
近
隣
の
住
人
と
の
間
で
闘
乱
と

な
り
、
東
大
寺
は
会
料
未
進
と
官
使
凌
礫
に
つ
い
て
真
妙
を
訴
え
た
。

こ
の
相
論
に
お
い
て
両
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

ЛЬ

。

Ｈ　

昔
も
寺
家
改
二
覚
仁
之
沙
汰
一
、
付
二
他
人
一
、
被
レ
催
二

―

促
饗
料
一

之
由
、
覚
仁
申
候
き
。
当
時
も
早
被
レ
止
二
尼
沙
汰
一
、
寺
家
補
二

他
人
一
可
レ
試
也
。

Ｉ　

覚
仁
者
、
依
レ
為
二
慶
寿
之
末
孫
一
、
寺
家
付
二
催
促
之
沙
汰
一
。
真

妙
者
、
依
レ
為
二
覚
仁
之
後
房
一
、
又
相
継
令
二
奉
行
一
許
也
。

　

東
大
寺
は
真
妙
が
領
主
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
（
Ｉ
）、
真
妙
は

他
人
に
は
担
当
で
き
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
（
Ｈ
）。
こ
の
相

論
の
結
果
は
未
詳
で
あ
る
が
、
建
仁
二
年
に
下
行
升
が
改
め
ら
れ
て
い

る
の
で
（
史
料
Ｇ
）、
相
論
は
東
大
寺
に
有
利
に
展
開
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

二　

一
三
世
紀
の
吐
田
荘

１　

沙
汰
人

　

正
安
元
年
（
一
二
八
八
）
の
東
大
寺
年
中
行
事
用
途
帳
は
華
厳
会
色

衆
に
つ
い
て
、「
請
僧
百
八
十
人
。
僧
供
、
寄
進
田
在
之
。
口
別
一
斗

三
升
歟
」
と
記
し
、「
非
二
執
行
奉
行
一
。
別
納
所
人
在
レ
之
。
年
預
五

師
沙
汰
」
と
す
る

МУ

。
華
厳
会
の
僧
供
つ
ま
り
色
衆
饗
膳
は
年
預
五
師
が

管
轄
し
、
そ
の
も
と
に
納
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
執
行
は
別
当
の
も
と



一
二

寺
務
を
担
う
三
綱
の
上
首
で
あ
り
、
華
厳
会
饗
料
の
収
納
に
別
当
は
関

与
し
て
い
な
い
。
こ
の
用
途
帳
に
「
但
東
床
饗
料
者
、
定

（
宗
カ
）厳

越
前
公
跡

沙
汰
歟
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

МФ

、
一
三
世
紀
の
華
厳
会
免
田
は

東
床
饗
料
と
西
床
饗
料
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
別
個
に
経
営
さ
れ
て
い

た
。
東
床
・
西
床
と
は
華
厳
会
の
色
衆
が
東
西
の
座
に
分
か
れ
て
床
子

に
着
く
こ
と
に
由
来
す
る
。
本
章
で
は
東
床
饗
料
と
さ
れ
た
内
平
群
の

免
田
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
内
平
群
の
免
田
は
種
々
に
伝
領
さ
れ
た
が
、

一
三
世
紀
の
華
厳
会
免
田
は
上
吐
田
荘
と
下
吐
田
荘
に
お
い
て
収
納
さ

れ
た
。

　

尼
真
妙
の
後
、
一
三
世
紀
前
半
に
東
床
饗
料
の
収
取
に
関
わ
っ
た
人

物
と
し
て
慶
遍
・
覚
寛
が
み
え
る
。
慶
遍
は
興
福
寺
僧
で
あ
る
が
、
本

師
は
東
大
寺
僧
寛
詮
で
あ
っ
た

МХ

。
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
に
慶
遍
が

没
す
る
と
、
覚
寛
が
華
厳
会
料
田
の
東
床
分
の
「
沙
汰
人
職
」
を
伝
領

し
、
子
息
九
郎
が
沙
汰
人
代
と
な
り
、
代
官
貞
久
を
置
い
た

МЦ

。
嘉
禎
四

年
に
東
大
寺
の
三
綱
等
は
華
厳
会
免
田
が
興
福
寺
に
よ
っ
て
点
定
さ
れ

た
こ
と
を
訴
え
る
な
か
で
、
覚
寛
に
よ
る
未
進
や
下
行
升
の
不
正
に
言

及
し
て
い
る

МЧ

。

　

こ
の
沙
汰
人
は
正
安
元
年
の
東
大
寺
年
中
行
事
用
途
帳
に
み
え
る

「
納
所
」に
当
た
る
。そ
れ
は
尼
真
妙
を
へ
て
覚
仁
に
ま
で
遡
る
だ
ろ
う
。

覚
仁
が
納
所
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
が
、
実
質
的
に
覚
仁

が
最
初
の
納
所
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

２　

上
吐
田
荘

　

上
吐
田
荘
は
す
で
に
一
二
世
紀
か
ら
多
く
の
領
主
に
切
り
売
り
さ
れ

て
い
た
が
、
真
妙
は
進
官
役
を
解
除
し
て
免
田
を
売
却
し
、
そ
の
分
の

負
担
を
売
れ
残
っ
た
田
地
に
懸
け
て
い
た
。
建
保
初
年
（
一
二
一
三―

一
八
頃
）
に
真
妙
は
上
吐
田
荘
の
残
り
を
興
福
寺
僧
の
弁
豪
に
売
却
し

た

МШ

。
買
い
取
っ
た
田
地
は
重
い
進
官
役
を
負
っ
て
い
た
た
め
、
弁
豪
は

興
福
寺
別
当
雅
縁
と
連
携
し
、
進
官
免
田
の
復
興
を
始
め
た

МЩ

。

　

弁
豪
に
よ
る
復
興
は
二
度
に
わ
た
っ
て
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
一

回
目
は
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
八
月
、
興
福
寺
に
よ
っ
て
上
吐
田
荘

の
う
ち
進
官
役
を
勤
め
な
い
領
主
の
坪
々
が
点
定
さ
れ
た
事
件
で
あ

る

МЪ

。
興
福
寺
は
本
来
の
進
官
免
田
を
坪
ご
と
に
点
定
し
た
た
め
、
同
じ

坪
に
あ
る
華
厳
会
饗
免
田
も
点
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
こ
の
時
、
進
官
免
田
の
回
復
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
後
の
相

論
で
東
大
寺
側
は
、
地
主
等
が
興
福
寺
に
子
細
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ

点
定
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
と
す
る

МЫ

。
一
方
、
興
福
寺
側
は
「
買
人
等

請
文
案
三
通
」
を
示
し
「
宗
た
る
の
輩
、
自
今
以
後
、
進
官
役
に
随
ふ

べ
き
の
由
、
請
文
を
進
め
畢
ぬ
。
…
し
か
る
に
寺
家
（
別
当
雅
縁
）
御



一
三

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

得
替
の
間
、
事
を
左
右
に
寄
せ
、
な
ほ
所
勘
に
随
は
ず
」
と
反
論
し

た
МЬ

。
こ
れ
は
興
福
寺
側
の
主
張
が
正
し
く
、
進
官
役
の
復
興
は
一
部
の

地
主
の
了
解
を
取
り
付
け
た
も
の
の
、
別
当
の
交
替
に
よ
っ
て
完
遂
し

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
回
目
は
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
で
あ
り
、
再
び
興
福
寺
が
進
官

免
田
を
点
定
し
た
。
華
厳
会
免
田
二
町
九
段
（
三
町
と
も
い
わ
れ
る
）

も
点
定
さ
れ
た
た
め
、
華
厳
会
料
米
の
沙
汰
人
代
貞
久
は
事
情
を
記
し

た
書
状
を
副
え
、
東
大
寺
に
注
進
状
を
送
っ
た

НУ

。

Ｊ　

早
為
二
地
主
沙
汰
一
、
訴
二

―

訟
東
大
寺
一
、
彼
御
札
於
可
レ
被
レ
抜
也
。

不
レ
然
者
、
床
饗
料
、
一
切
不
レ
可
二
勤
仕
一
之
由
、
百
姓
、
面
々

所
二
訴
申
一
也
。

Ｋ　

こ
の
田
ニ
ハ
奈
良
・
信
貴
山
・
田
舎
ま
ち
ま
ち
に
地
主
ま
し
ま
し

候
か
、
此
田
か
も
つ
か
ん
領
に
な
り
候
て
御
公
事
か
つ
き
候
は
ん

上
ハ
会
料
米
ハ
一
切
究
済
仕
ま
し
き
よ
し
面
々
ニ
地
主
申
候
也
。

　

百
姓
つ
ま
り
作
人
に
は
訴
訟
の
当
事
者
能
力
が
な
い
た
め
、
地
主
が

訴
訟
の
主
体
と
な
り
東
大
寺
を
動
か
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
を

う
け
て
東
大
寺
は
四
月
、
朝
廷
に
訴
え
た

НФ

。

　

こ
の
訴
訟
は
三
年
を
経
て
も
裁
許
が
下
さ
れ
ず
、
延
応
二
年

（
一
二
四
〇
）
三
月
、
東
大
寺
の
求
め
に
よ
っ
て
官
使
が
派
遣
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た

НХ

。上
吐
田
荘
に
は
一
乗
院
領
・
興
福
寺
別
当
円
実
領（
大

乗
院
領
）
の
百
姓
等
が
出
作
し
て
い
た
。
大
乗
院
は
官
使
・
東
大
寺
が

直
接
に
所
当
を
催
促
す
る
よ
う
命
じ
た
が
、
院
家
の
使
者
を
遣
わ
す
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
乗
院
は
使
者
を
遣
わ
し
領
内
の
百
姓
等
が
華
厳
会

料
田
を
対
捍
す
る
こ
と
を
戒
め
た
。
し
か
し
一
乗
院
領
・
大
乗
院
領
か

ら
出
作
し
て
い
る
百
姓
は
官
使
の
尋
問
に
応
じ
な
か
っ
た
。
ま
た
上
吐

田
荘
の
百
姓
等
も
弁
豪
や
下
司
清
俊
に
同
調
し
、
官
使
の
尋
問
・
実
検

に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
官
使
は
下
吐
田
荘
下
司
で
あ
り
華
厳
会

料
米
収
納
使
で
も
あ
る
清
光
を
召
し
た
。
し
か
し
清
光
は
一
乗
院
領
に

居
住
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
応
じ
ず
、「
実
検
の
事
は
、
沙
汰
者
た

る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
里
坪
を
知
ら
ざ
る
に
よ
り
、
出
対
に
及
ば
ず
」

と
上
吐
田
荘
の
実
検
に
立
ち
会
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。

３　

下
吐
田
荘

　

華
厳
会
免
田
の
回
復
は
難
し
く
、
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
三
月
、

東
大
寺
三
綱
等
は
再
び
東
床
饗
料
の
断
絶
を
朝
廷
に
訴
え
た
。
そ
こ
で

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

НЦ

。

Ｌ　

此
料
田
之
内
、
於
二
下
吐
田
庄
一
者
一
乗
院
家家園
領

□

百土
民
等

園
姓園
等園
又
兼
二
百

姓
一
之
故
、
依
二
本
所
之
誡
一
、
饗
料
所
済
不
レ
令
二
怠
懈
一
。
至
二

于
上
吐
田
庄
一
、
乍
レ
置
二
田
畝
一
何
可
レ
招
二
凌
替
一
哉
。

　

上
吐
田
荘
で
は
饗
料
の
収
納
が
滞
っ
て
い
る
が
、
下
吐
田
荘
は
領
主



一
四

が
未
詳
で
あ
る
が
一
乗
院
領
の
百
姓
が
耕
作
し
て
お
り
、
百
姓
は
本
所

一
乗
院
の
誡
め
に
よ
っ
て
饗
料
の
進
納
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

　

延
応
二
年
三
月
一
八
日
付
け
で
安
明
寺
御
荘
下
司
平
群
永
安
と
兼
殿

荘
下
司
乗
蓮
の
請
文
が
、
同
二
〇
日
付
け
で
福
基
寺
御
荘
南
方
下
司
平

清
光
の
請
文
が
残
さ
れ
て
い
る

НЧ

。
こ
れ
ら
三
通
は
各
荘
の
百
姓
が
下
吐

田
荘
の
華
厳
会
免
田
を
兼
作
し
て
い
る
た
め
、「
御
使
下
知
」
に
し
た

が
っ
て
華
厳
会
米
を
勤
仕
す
る
こ
と
を
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
請
文
が

作
ら
れ
た
の
は
華
厳
会
の
式
日
を
過
ぎ
た
頃
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
頃
は
上
吐
田
荘
実
検
の
た
め
官
使
と
東
大
寺
使
が
下
向

し
て
い
た
。
そ
の
東
大
寺
使
が
請
文
の
「
御
使
」
で
あ
り
、
下
吐
田
荘

に
つ
い
て
も
会
料
米
の
督
促
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

請
文
を
出
し
た
安
明
寺
荘
・
兼
殿
荘
・
富
基
寺
荘
は
一
乗
院
領
で
あ

り
、
宝
治
三
年
奏
状
（
史
料
Ｌ
）
が
述
べ
る
こ
と
に
一
致
し
て
い
る
。

福
基
寺
御
荘
南
方
下
司
の
平
清
光
は
、
官
使
中
原
康
重
が
下
吐
田
荘
の

下
司
と
し
て
言
及
し
た
清
光
で
あ
ろ
う
。
清
光
は
上
吐
田
荘
の
実
検
に

は
応
じ
な
か
っ
た
が
、
華
厳
会
米
の
収
納
に
つ
い
て
は
寺
使
に
約
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
安
明
寺
御
荘
下
司
の
平
群
永
安
は
華
厳
会
免
田
の
領
主
で
も
あ

っ
た
。
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
内
平
群
郷
字
御
栗
原
領
主
等
言
上

状
案
は
、
中
条
四
里
一
一
坪
二
段
を
二
人
の
領
主
（
地
主
）
僧
範
常
・

平
群
永
安
が
、
吉
田
御
荘
領
で
は
な
く
東
大
寺
華
厳
会
免
田
で
あ
る
と

し
て
、
点
定
を
免
除
す
る
よ
う
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る

НШ

。
こ
の
坪
は

一
二
世
紀
の
年
未
詳
注
文
③
で
は
正
助
入
道
領
で
あ
り
華
厳
会
免
田
三

段
が
あ
っ
た
。

　

華
厳
会
料
は
加
地
子
に
よ
る
支
弁
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
雑
役
免

田
を
料
田
と
し
て
華
厳
会
免
田
が
成
立
し
た
。
し
か
し
免
田
で
あ
っ
て

も
、
華
厳
会
米
の
収
納
は
、
領
主
の
意
向
や
百
姓
、
そ
の
本
所
の
動
向

に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三　

一
三
世
紀
の
福
田
荘

１　

損
免
の
相
論

　

西
床
饗
料
の
福
田
荘
は
、
吐
田
荘
が
種
々
に
分
割
さ
れ
て
伝
領
さ
れ

た
の
に
対
し
、
慶
寿
の
時
か
ら
一
荘
と
し
て
伝
領
さ
れ
た
。
こ
の
荘
は

一
三
世
紀
中
頃
に
損
免
を
め
ぐ
る
百
姓
と
東
大
寺
の
相
論
に
関
わ
る
史

料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

文
永
年
間
と
思
わ
れ
る
申
状
の
な
か
で
福
田
荘
百
姓
は
、
損
耗
に
よ

る
饗
料
の
免
除
を
東
大
寺
に
求
め
た
。
東
大
寺
は
「
当
会
米
者
、
寄
進

之
初
、
損
亡
之
時
者
、
以
二
熟
年
之
分
一
可
二
弁
入
一
之
由
、
有
二
契
約
一
」

と
主
張
し
、
損
耗
の
時
は
熟
年
の
分
で
華
厳
会
米
を
納
め
る
べ
き
だ
と



一
五

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

述
べ
る
。
一
方
、
百
姓
等
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た

НЩ

。

Ｍ　

此
条
全
以
百
姓
等
不
二
承
及
一
。
就
レ
中
、
熟
年
之
時
者
、
随
二
地

之
善
悪
一
、地
主
被
レ
召
二
高
斗
代
所
当
一
之
上
者
、有
二
何
余
分
一
、百

姓
等
可
レ
経
二
損
亡
年
之
役
一
哉
。
且
可
レ
有
二
御

迹
一
。
然
者
、

既
仁
治
以
後
四
ヶ
度
、
或
蒙
二
全
損
一
、
或
被
レ
遂
二
毛
見
一
了
。
至
二

当
年
一
、
何
不
レ
蒙
二
御
斗
一
哉
。

　

熟
年
の
時
は
地
主
の
収
取
が
厳
し
い
た
め
余
剰
が
な
く
、
仁
治
年
間

（
一
二
四
〇
〜
一
二
四
二
）
以
降
す
で
に
四
度
の
損
免
が
認
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。
し
か
し
仁
治
か
ら
文
永
ま
で
三
〇
年
余
の
間
に
、
全
損

に
よ
る
免
除
と
内
検
に
よ
る
損
免
の
認
定
と
が
四
回
の
み
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
損
免
の
頻
度
は
か
な
り
低
い
。

　

同
じ
く
文
永
年
間
、
東
大
寺
の
勾
当
栄
実
は
福
田
荘
の
饗
料
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る

НЪ

。

Ｎ　

段
別
壱
斗
弐
升
加
地
子
、
合
拾
石
庄
升
定
備
進
送
二
年
序
一
了
。
而

建
長
・
正
嘉
両
年
、
不
レ
知
二
案
内
一
年
預
、
任
二
申
乞
一
、
不
レ
及
二

衆
中
披
露
一
、
無
二
左
右
一
、
下
二
検
見
使
一
之
間
、
即
為
二
衆
徒
之

沙
汰
一
、
被
二
行園
罪
科
一
。

　

福
田
荘
は
段
別
一
斗
二
升
で
合
わ
せ
て
一
〇
石
を
納
め
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
田
数
を
計
算
す
る
と
八
町
三
段
ほ
ど
に
な
る
。
福
田
荘
の

免
田
数
が
七
町
余
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
会
料
と
し
て
は
妥
当
な

額
で
あ
る
。
た
だ
し
一
〇
石
と
い
う
額
は
、
免
田
数
と
斗
代
の
積
算
で

は
な
く
、
一
荘
で
一
〇
石
を
納
め
る
と
い
う
契
約
が
成
立
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
福
田
荘
の
饗
料
は
、
軽
度
の
損

耗
な
ら
ば
検
見
す
る
こ
と
な
く
荘
升
で
一
〇
石
と
い
う
額
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、
大
損
亡
に
限
っ
て
検
見
が
行
わ
れ
免
除
・
損
免
が
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
年
預
五
師
が
衆
議
を
経
ず
に
検
見
使
を
下
し
た
こ
と
で
罪
科
に

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
検
見
使
の
下
向
が
損
免
認
定
に
直
結
す
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
栄
実
が
「
建
長
」
と
し
て
言
及
す
る
の
は
、
建
長
三
年

（
一
二
五
一
）
の
検
田
帳
や
建
長
四
年
の
定
米
注
文
に
み
え
る
情
況
で

あ
ろ
う

НЫ

。
前
者
で
は
「
華
厳
会
田
六
丁
」
の
う
ち
皆
損
が
二
町
六
段
、

得
田
が
三
町
四
段
、
定
米
が
二
石
二
斗
ほ
ど
で
あ
る

НЬ

。
後
者
は
田
数
が

未
詳
で
あ
る
が
五
石
一
斗
が
進
上
さ
れ
て
い
る
。

２　

納
所

　

検
見
使
の
下
向
に
つ
い
て
年
預
五
師
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
華
厳
会
米
の
収
取
は
年
預
が
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
し
か
し
通
常

の
収
納
業
務
は
年
預
で
は
な
く
納
所
が
行
っ
て
い
た
。

　

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
明
賢
は
年
預
五
師
実
専
に
「
西
床
饗
料



一
六

三
口
」
が
未
下
行
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
荘
米
に
よ
る
支
弁
が
期
待
で

き
な
け
れ
ば
「
別
納
之
物
」
で
賄
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る

ОУ

。

　

ま
た
正
応
三
年
に
は
年
預
所
は
福
田
荘
の
沙
汰
人
・
百
姓
等
に
対

し
、「
納
所
左
衛
門
督
公
実
雅
」が
当
年
の
華
厳
会
米
を
着
服
し
た
た
め
、

「
彼
納
所
管
領
所
務
下
知
」に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を「
満
寺
衆
議
」

に
よ
っ
て
下
知
し
て
い
る

ОФ

。
そ
れ
に
対
し
同
年
一
一
月
、
福
田
荘
沙
汰

人
等
は
「
任
二
員
数
一
、
明
春
大
会
近
日
、
如
レ
仰
可
レ
令
レ
運
二

―

上
于
年

預
所
一
者
也
」
と
約
し
て
い
る

ОХ
。
正
応
三
年
の
華
厳
会
は
東
大
寺
の
訴

訟
に
よ
っ
て
四
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ
て
お
り

ОЦ

、
こ
の
間
に
実
雅
は
饗

料
を
流
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

饗
料
は
秋
に
収
納
し
た
稲
を
翌
年
の
饗
料
に
宛
て
、
華
厳
会
の
前
に

納
入
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
文
永
年
間
に
お
け
る
納
入
期
限

は
九
月
で
あ
り
、
華
厳
会
料
米
の
納
入
と
下
行
に
は
半
年
以
上
の
時
間

差
が
あ
る
。
納
所
は
年
預
の
も
と
で
収
納
の
実
務
を
担
当
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
饗
料
の
収
納
と
下
行
に
生
じ
る
時
間
差
を
埋
め
る
こ
と
も
担

っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

３　

領
主
と
荘
司

　

文
永
年
間
に
お
け
る
会
米
の
未
進
に
つ
い
て
、
東
大
寺
下
所
司
（
勾

当
）
の
栄
実
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

ОЧ

。

Ｏ　

同（
文
永
）六
年
、
華
厳
会
勤
行
以
後
、
任
レ
例
可
二
下
行
一
由
、
福
田
庄
領

主
尼
公
之
許
相
尋
之
処
、
去
年
依
レ
不
レ
被
レ
下
二
検
見
使
一
、
於
二

作
毛
一
者
不
レ
及
二
苅
取
一
之
。
而
為
二
牛
馬
一
失
了
云
々
。
…（
中
略
）

…
而
度
々
加
二
譴
責
一
之
処
、
又
申
云
、
此
所
者
二
階
堂
御
領
。

非
二
苛
法
之
沙
汰
一
、
不
レ
可
レ
叶
之
由
、
令
二
号
申
一
之
間
、
申
二

―

入
子
細
於　

院
家
一
之
処
、
為
二
東
大
寺
領
一
、
先
為
二
本
所
沙
汰
一

可
二
責
伏
一
。
其
時
猶

■
  ■
  ■

令
レ
号
二

―

申
院
家
一
令
号
申

園
園
園

者
、
重
可
レ
有
二
御

計
一
旨
就
レ
被
二
仰
出
一
、
時
刻
又
衆
議
、
九
月
之
間
、
於
二
作
稲
一

立
二
点
札
一
了
。
仍
百
姓
、
当
年
床
饗
不
レ
可
二
懈
怠
一
之
由
、
依
レ

出
二
請
文
一
、
抜
二
点
札
一
了
。

　

文
永
六
年
、
東
大
寺
が
会
米
の
進
納
に
つ
い
て
領
主
の
尼
公
に
問
い

合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
尼
公
は
前
年
に
検
見
使
が
下
向
し
な
か
っ
た
た
め

稲
が
牛
馬
に
喰
わ
れ
た
と
言
い
訳
し
た
。さ
ら
に
問
い
詰
め
た
と
こ
ろ
、

福
田
荘
は
二
階
堂
つ
ま
り
興
福
寺
喜
多
院
の
所
領
で
あ
る
た
め

ОШ

、
厳
し

い
取
り
立
て
が
必
要
で
あ
る
と
答
え
た
。
領
主
（
地
主
）
の
尼
公
は
所

領
を
二
階
堂
に
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
大
寺
は
喜
多
院
に

申
し
入
れ
了
解
を
取
り
付
け
て
田
地
を
点
定
し
た
た
め
、
百
姓
も
会
米

の
進
納
を
約
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
請
文
が
残
さ
れ
て
お
り
、
西

床
饗
料
一
〇
石
を
九
月
中
に
進
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

ОЩ

。
東
大
寺

は
領
主
の
同
意
を
取
り
付
け
た
こ
と
で
、
強
硬
な
手
段
を
成
功
に
導
く



一
七

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
文
永
一
一
年
に
も
一
〇
石
を
九

月
二
五
日
ま
で
に
納
め
る
と
い
う
百
姓
・
沙
汰
人
等
の
請
文
が
出
さ
れ

て
い
る

ОЪ
。

　

文
永
六
年
の
百
姓
請
文
は
円
蔵
が
沙
汰
人
と
し
て
連
署
し
て
お
り
、

円
蔵
の
書
状
を
副
え
て
東
大
寺
に
送
ら
れ
た

ОЫ

。
沙
汰
人
円
蔵
は
文
永

一
一
年
・
正
応
三
年
の
百
姓
請
文
に
も
連
署
し
て
い
る
。
ま
た
円
蔵
は

建
長
三
年
の
検
田
帳
や
同
四
年
の
定
米
注
文
に
下
司
と
し
て
署
判
し
て

い
る
。
円
蔵
は
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
か
ら
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）

ま
で
下
司
＝
沙
汰
人
と
し
て

ОЬ

、
在
地
に
お
い
て
百
姓
を
取
り
ま
と
め
、

東
大
寺
に
会
米
を
納
め
て
い
た
。
日
常
的
な
荘
園
経
営
に
地
主
＝
領
主

が
関
与
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
下
司
＝
沙
汰
人
が
東
大
寺
そ
し
て
領
主

と
の
交
渉
の
窓
口
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
未
進
が
重
な
る
な
ど
異
常
な
状
況
に
対
し
て
は
、
領
主
に
解

決
が
求
め
ら
れ
、
領
主
の
責
任
が
問
わ
れ
た
。
栄
実
は
収
納
の
期
日
が

守
れ
な
い
場
合
は
「
領
家
職
」
を
惣
寺
に
去
り
出
す
の
が
慣
例
だ
と
言

っ
て
い
る

ПУ

。
澤
勝
博
が
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
未
進
に
対
す
る
地
主

＝
領
主
の
責
任
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

華
厳
会
免
田
の
収
納
は
一
二
世
紀
初
頭
に
大
衆
に
委
ね
ら
れ
、
年
預

五
師
が
収
納
を
担
当
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
福
田
荘
と
土
田
荘（
内
平
群
）

と
は
別
個
に
収
納
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
収
納
が

滞
っ
た
た
め
年
預
の
も
と
に
納
所
＝
沙
汰
人
が
置
か
れ
、
そ
れ
は
一
三

世
紀
後
半
ま
で
続
い
た
。

　

最
初
の
納
所
が
覚
仁
で
あ
り
、
中
断
を
は
さ
ん
で
、
承
安
五
年
ま
で

内
平
群
を
担
当
し
た
。
そ
の
後
、
覚
仁
の
後
家
、
慶
遍
、
覚
寛
が
納
所

で
あ
っ
た
。
内
平
群
の
免
田
は
多
く
の
領
主
に
分
有
さ
れ
て
お
り
、
所

領
ご
と
に
も
し
く
は
所
領
を
組
み
合
わ
せ
て
名
と
し
た
が
、
覚
仁
が
退

い
た
後
は
上
土
田
・
下
土
田
の
二
つ
に
基
本
的
な
収
納
に
ま
と
め
ら
れ

て
く
る
。
し
か
し
多
数
の
領
主
が
免
田
を
領
有
し
て
お
り
、
ま
た
進
官

免
上
吐
田
荘
と
の
相
論
も
あ
っ
た
。
東
大
寺
の
定
め
た
収
納
使
が
名
主

（
負
名
）
を
通
じ
て
百
姓
＝
作
人
か
ら
収
納
し
た
が
、
円
滑
な
収
納
は

難
し
か
っ
た
。

　

一
方
、
福
田
荘
は
一
荘
と
し
て
伝
領
さ
れ
、
下
司
の
も
と
で
百
姓
が

定
額
の
饗
米
を
進
納
し
た
。
収
納
情
況
は
内
平
群
の
免
田
よ
り
も
円
滑

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
福
田
荘
に
も
明
賢
・
実
雅
と
い
う
納
所
が

一
三
世
紀
に
見
え
る
が
、
一
二
世
紀
の
納
所
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し

保
延
三
年
注
文
が
覚
仁
の
作
成
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
初
の
納
所
は
覚

仁
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

保
延
三
年
か
ら
承
安
五
年
ま
で
福
田
荘
と
内
平
群
と
は
華
厳
会
免
田



一
八

の
田
数
が
ほ
ぼ
均
等
に
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
覚
仁
の
も
と
で
調
整

が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
三
世
紀
に
み
え
る
東
床
饗
料
・

西
床
饗
料
と
い
う
区
別
も
、
覚
仁
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

華
厳
会
免
田
や
進
官
免
田
は
雑
役
免
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
雑
役

が
免
除
さ
れ
た
の
は
東
大
寺
・
興
福
寺
に
一
定
の
課
役
を
勤
め
る
か
ら

で
あ
る
。
寺
家
が
検
田
権
を
獲
得
し
た
り
賦
課
を
増
加
し
た
り
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
本
的
な
権
益
は
定
め
ら
れ
た
課
役
の
収
取
権

に
限
ら
れ
て
い
る
。
寺
家
が
収
取
権
を
持
つ
と
い
う
限
り
に
お
い
て
免

田
は
寺
領
も
し
く
は
寺
領
荘
園
で
あ
る
。
そ
し
て
東
大
寺
が
真
妙
の
領

主
権
を
否
定
し
よ
う
と
試
み
た
よ
う
に
、
相
論
に
お
い
て
寺
家
が
領
主

で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
免
田
の
所
有
権
は
寺
家

で
は
な
く
領
主
（
地
主
）
に
あ
り
、
領
主
に
と
っ
て
寺
家
は
負
所
の
一

つ
で
あ
る
。
寺
家
の
収
取
権
と
領
主
の
所
有
権
と
を
同
列
に
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
免
田
か
ら
の
収
納
が
滞
っ
た
時
、
地
主
の
領
主
権
（
領

家
職
）
を
没
収
す
る
と
寺
家
が
主
張
す
る
の
は
、
寺
家
が
所
有
者
で
は

な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

荘
園
研
究
で
は
大
和
国
雑
役
免
荘
園
を
典
型
的
な
例
と
し
て
雑
役
免

荘
園
と
い
う
類
型
が
立
て
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
荘
園
を
収
取
権
の
配

分
で
は
な
く
土
地
所
有
権
か
ら
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
雑
役
免
荘
園
と
い

う
所
有
類
型
は
成
立
し
な
い
。
大
和
国
に
限
ら
ず
山
城
国
な
ど
畿
内
近

国
に
お
け
る
荘
園
に
つ
い
て
は
、
権
門
・
寺
社
の
収
取
権
と
所
有
権
を

丁
寧
に
見
分
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

ПФ

。
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
も
、

そ
の
違
い
は
厳
密
で
明
瞭
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

註（
１
）　

以
下
「
は
じ
め
に
」
は
、
佐
藤
泰
弘
「
東
大
寺
華
厳
会
免
田
と

香
菜
免
田
」（
大
和
を
歩
く
会
編
『
シ
リ
ー
ズ
歩
く
大
和
Ⅰ　

古
代

中
世
史
の
探
究
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
な
お
吐
田
荘

に
関
し
て
は
谷
口
研
語
「
大
和
国
吐
田
荘
を
め
ぐ
る
興
福
寺
と
東
大

寺
」『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
、一
九
七
九
年
）、
澤
博
勝
「
鎌

倉
期
大
和
国
に
お
け
る
寺
領
支
配
の
一
類
型
」（『
地
方
史
研
究
』

二
二
五
、一
九
九
〇
年
）
が
寺
僧
領
主
・
私
領
主
に
焦
点
を
当
て
て

論
じ
て
い
る
。
本
稿
も
領
主
の
動
向
に
注
目
す
る
が
、
谷
口
・
澤
と

も
に
一
二
世
紀
の
分
析
が
手
薄
で
あ
り
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
。

（
２
）　

下
地
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
田

村
憲
美
「
平
安
時
代
の
条
里
制
と
寺
僧
私
領
」（
海
老
澤
衷
編
『
講

座
水
稲
文
化
研
究
Ⅰ　

古
代
・
中
世
仏
教
寺
院
の
水
田
開
発
と
水
稲

文
化
』、
早
稲
田
大
学
水
稲
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
３
）　

慶
寿
は
天
喜
六
年
、
土
田
荘
内
に
長
福
寺
を
建
立
し
、
田
畠
を

施
入
し
た（
天
喜
六
年
一
〇
月
九
日
慶
寿
長
福
寺
田
地
施
入
状
、『
平



一
九

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

安
遺
文
』
八
九
六
）。
そ
の
田
地
は
華
厳
会
免
田
の
上
土
田
荘
と
重

な
っ
て
い
る
。
久
野
修
義
「
中
世
寺
院
と
社
会
・
国
家
」（『
日
本
中

世
の
寺
院
と
社
会
』、
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
。
発
表
は
一
九
九
三
年
。

二
九
七
頁
）
参
照
。

（
４
）　

①
保
延
三
年
三
月
日
華
厳
会
床
饗
免
田
名
々
注
文
案
（『
平
安
遺

文
』
二
三
六
五
）、
②
承
安
五
年
華
厳
会
饗
勤
否
注
文
案
（『
平
安
遺

文
』
三
六
七
六
）、
③
年
未
詳
華
厳
会
床
饗
免
田
注
文
案
（『
平
安
遺

文
』
二
三
六
五
）。『
平
安
遺
文
』
は
①
と
③
を
一
通
の
案
文
と
し
て

翻
刻
し
て
い
る
が
、
二
通
で
あ
る
。

（
５
）　
「
知
事
実
円
」
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
三
月
日
興
福
寺
食
堂

造
営
段
米
未
進
注
文
（『
平
安
遺
文
』
四
〇
八
一
）
に
上
吐
田
荘

一
二
町
一
段
余
の
領
主
と
し
て
み
え
る
興
福
寺
僧
伊
賀
公
実
円
で
あ

ろ
う
。「
兼
秀
」
に
つ
い
て
は
註
10
参
照
。

（
６
）　

泉
谷
康
夫
「
華
厳
会
免
田
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』

二
八
四
、一
九
六
四
年
）は
領
主
に
よ
る
立
券
を
想
定
し
て
い
る
が
、

土
田
荘
が
分
割
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
立
券
を
想
定
す
る
必
要
は
な

い
。

（
７
）　

久
安
四
年
九
月
二
五
日
雑
役
免
顛
倒
注
文
（『
平
安
遺
文
』

二
六
五
四
）。

（
８
）　

後
掲
史
料
Ｅ
。
作
人
が
福
貴
寺
の
官
物
三
斗
代
を
饗
料
を
除
い

て
二
斗
代
で
弁
済
し
て
い
る
。

（
９
）　

久
安
四
年
九
月
二
五
日
雑
役
免
顛
倒
注
文
（『
平
安
遺
文
』

二
六
五
四
）。
平
治
元
年
八
月
日
東
大
寺
雑
役
免
野
宮
柴
垣
支
配
状

案
（『
平
安
遺
文
』
三
〇
二
二
）
で
は
福
田
荘
一
〇
町
の
み
載
せ
ら

れ
て
い
る
。

（
10
）　

①
「
兼
秀
」
二
段
二
四
〇
歩
は
②
勢
暹
名
に
「
顕
秀
本
領
」
二

段
二
四
〇
歩
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
①
「
武
重
」
は
一
条
院
領
で

あ
り
、
②
兼
殿
勢
尊
名
（
成
重
小
荘
）
は
一
条
院
領
の
兼
殿
荘
に
含

ま
れ
る
の
で
、
両
者
は
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
①
国
重
と
②
勢

与
名
は
田
数
が
一
致
し
て
お
り
、
継
承
関
係
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

（
11
）　

二
〇
余
前
は
論
田
と
な
っ
て
お
り
、
相
論
が
決
着
す
る
ま
で
饗

料
が
進
納
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
12
）　

こ
の
注
文
は
饗
料
の
収
納
に
即
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
損
免
に
よ
る
控
除
が
全
く
見
え
な
い
。
こ
れ
は
承
安
五
年
に
損
亡

が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
建
仁
元
年

（
一
二
〇
一
）、
東
大
寺
は
尼
真
妙
と
の
相
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
（
建
仁
元
年
四
月
日
東
大
寺
三
綱
等
申
状
土
代
、『
鎌

倉
遺
文
』
一
二
〇
六
）。

件
料
田
者
、
康
平
年
中
本
願領園
主
威
儀
師
慶
寿
所
二
寄
進
一
也
。

尽
二
未
来
際
一
、
饗
膳
為
レ
令
レ
不
二
断
絶
一
、
免
二

―

除
万
雑
事
一
、

依
レ
令
レ
弁
二

―

済
段
別
一
斗
一
、
作
人
悦
二
軽
役
一
之
故
、
縦
雖
レ

有
二
希
代
之
旱
水
一
、
全
所
レ
無
二
未
済
一
也
。

　

内
平
群
で
は
軽
役
ゆ
え
に
損
免
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
収
取
形
態

が
取
ら
れ
て
い
た
。
雑
役
を
免
除
し
た
う
え
で
反
別
一
斗
の
饗
役
だ

け
を
勤
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。な
お
損
免
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
、



二
〇

後
述
す
る
福
田
荘
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

泉
谷「
華
厳
会
免
田
に
つ
い
て
」前
掲
、
四
二
頁
の
注
３
。
②「
紀

源
次
」
が
③
「
源
次
入
道
」
と
し
て
出
家
し
て
い
る
こ
と
、
②
「
成

重
小
庄
と
号
す
」
と
書
か
れ
た
「
兼
殿
勢
尊
名
」
が
③
で
は
「
小
庄
」

と
の
み
記
さ
れ
「
成
重
小
庄
」
の
呼
称
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
な
ど

が
根
拠
で
あ
る
。

（
14
）　

東
条
三
里
三
三
坪
で
一
二
〇
歩
減
っ
て
い
る
の
は
、
注
文
③
の

書
き
漏
ら
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
15
）　

注
文
①
②
の
間
に
作
ら
れ
た
久
安
四
年
の
雑
役
免
顛
倒
注
文
に

み
え
る
内
平
群
の
田
数
は
一
二
町
と
本
来
の
も
の
に
近
い
（
久
安
四

年
九
月
二
五
日
雑
役
免
顛
倒
注
文
、『
平
安
遺
文
』
二
六
五
四
）。
福

田
荘
に
新
た
に
免
田
を
置
い
た
の
か
、
内
平
群
の
免
田
を
収
納
の
う

え
で
福
田
荘
に
繰
り
入
れ
た
の
か
、
実
情
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
し

た
い
。
な
お
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
八
月
日
東
大
寺
雑
役
免
野
宮

柴
垣
支
配
状
案
（『
平
安
遺
文
』
三
〇
二
二
）
で
福
田
荘
に
一
〇
町

分
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
福
田
荘
の
免
田
数
が
調
整
さ
れ
た
状

態
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
16
）　

正
治
二
年
維
摩
会
不
足
米
餅
等
定
（『
鎌
倉
遺
文
』一
五
五
九
〇
）。

（
17
）　

注
文
①
で
清
貞
が
進
納
し
た
一
町
七
段
余
が
仲
清
に
継
承
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
18
）　

乾
元
二
年
閏
四
月
日
僧
貞
弘
申
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
五
一
八
）

に
「
貞
弘
之
曩
祖
平
大
夫
仲
清
法
名
蓮
西
曾
祖
父
慶
寿
威
儀
師
」
と
あ
る
。

な
お
貞
弘
は
文
治
四
年
一
二
月
二
一
日
蓮
西
譲
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

補
七
八
）、
嘉
禄
二
年
二
月
八
日
宗
慶
譲
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
補

八
七
八
）、
建
長
二
年
八
月
一
〇
日
僧
定
舜
譲
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

七
二
二
二
）、
弘
安
一
〇
年
三
月
九
日
熊
石
太
郎
譲
状
案
（『
鎌
倉
遺

文
』
一
六
二
一
一
）
と
い
う
下
土
田
の
名
主
職
に
関
す
る
文
書
を
も

と
に
、
福
田
荘
の
名
主
職
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
貞
弘
申

状
は
作
為
が
あ
る
が
、
訴
訟
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
伝
領
の
経
緯
を

記
し
た
部
分
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）　

文
治
四
年
一
二
月
二
一
日
蓮
西
譲
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
補

七
八
）。

（
20
）　

覚
仁
に
つ
い
て
は
久
野
修
義
「
覚
仁
考
」（『
日
本
中
世
の
寺
院

と
社
会
』
前
掲
。
発
表
は
一
九
八
〇
年
）。

（
21
）　

北
土
田
荘
（
上
吐
田
荘
）
は
進
官
免
田
も
含
ん
で
お
り
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
覚
仁
の
後
家
真
妙
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
保

延
三
年
に
華
厳
会
免
田
一
町
二
段
を
有
し
た
実
円
は
、
後
に
上
吐
田

荘
一
二
町
一
段
余
の
領
主
と
し
て
見
え
て
い
る
（
寿
永
二
年
三
月
日

興
福
寺
食
堂
造
営
段
米
未
進
注
文
、『
平
安
遺
文
』
四
〇
八
一
）。
ま

た
③
年
未
詳
注
文
で
は
末
行
が
上
土
田
の
免
田
二
町
八
段
ほ
ど
を
集

積
し
て
い
る
。
こ
の
実
円
・
末
行
が
覚
仁
の
一
族
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
。
上
吐
田
荘
の
伝
領
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
し
た
い
。

な
お
名
の
数
も
減
っ
て
い
る
こ
と
は
、
覚
仁
が
収
納
担
当
を
退
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
名
の
編
成
が
進
め
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
22
）　

京
都
大
学
所
蔵
狩
野
蒐
集
文
書
一
〇
九
八
。
京
都
大
学
所
蔵
の

狩
野
亨
吉
蒐
集
文
書
の
な
か
に
、
華
厳
会
免
田
に
関
す
る
一
一
点
の



二
一

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

文
書
・
帳
簿
を
一
筆
で
書
き
上
げ
た
も
の
が
あ
る
。
傷
み
が
著
し
い

部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
一
一
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
文
書
名
の

下
の
数
字
は
『
平
安
遺
文
』
の
文
書
番
号
。

① 
慶
寿
起
請 

﹇　
　
　

﹈
月
二
八
日 

八
九
七

② 

華
厳
会
料
田
坪
付 

□
□
八
年
三
月　

二
日 

八
九
八

③ 

東
大
寺
三
綱
五
師
等
解 

嘉
承
二
年
正
月
一
〇
日 

一
六
六
九

④ 

東
大
寺
﹇　

﹈
下
文 

天
仁
三
年
三
月　

九
日 

一
七
一
七

⑤ 

免
田
支
配
状 

承
安
五
年　

月　
　

日 

三
六
七
六

⑥ 

華
厳
会
饗
勤
否
注
文 

 

二
三
六
五

⑦
坪
付

⑧ 

華
厳
会
免
田
名
々
注
文 

保
延
三
年
三
月　
　

日 

二
三
六
五

⑨
長
福
寺
坪
付

⑩ 

慶
寿
長
福
寺
田
地
施
入
状 

天
喜
六
年
一
〇
月
九
日 

八
九
六

⑪
華
厳
会
饗
料
下
行
升
由
緒
記
録

　

こ
の
案
文
は
内
平
群
の
免
田
に
関
わ
る
主
要
な
文
書
を
網
羅
し
て

お
り
、
一
三
世
紀
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
作
成
の
契
機
な
ど
に
つ

い
て
は
更
に
検
討
し
た
い
。
ま
た
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文
書
の
な
か

に
は
④
③
⑤
の
三
点
を
載
せ
た
一
筆
の
案
文
と
④
の
案
文
と
が
あ

る
。

（
23
）　

久
野
「
覚
仁
考
」
前
掲
。

（
24
）　

久
野
「
覚
仁
考
」
前
掲
。

（
25
）　

佐
藤
「
東
大
寺
華
厳
会
免
田
と
香
菜
免
田
」
前
掲
の
表
１
。

（
26
）　

久
安
四
年
九
月
二
五
日
雑
役
免
顛
倒
注
文（『
平
安
遺
文
』二
六
五
四
）、

平
治
元
年
八
月
日
東
大
寺
雑
役
免
野
宮
柴
垣
支
配
状
案
（『
平
安
遺

文
』
三
〇
二
二
）。

（
27
）　

覚
仁
の
死
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
に

権
都
維
那
と
し
て
見
え
る
の
を
初
見
と
し
て
、
五
〇
年
間
の
足
跡
を

残
し
て
い
る
。
覚
仁
は
饗
料
の
収
取
を
離
れ
た
三
年
後
、
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）
に
勘
当
を
蒙
っ
て
東
大
寺
を
離
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

終
見
で
あ
る
。

（
28
）　

建
仁
元
年
の
官
使
凌
礫
事
件
に
お
い
て
真
妙
は
、「
沙
汰
人
地
蔵

丸
、
為
レ
致
二
会
日
之
勤
一
、
相
二

―

具
料
米
一
、
罷
二

―

向
彼
所
一
之
間
、
官

使
等
下
向
云
々
」
と
、
沙
汰
人
地
蔵
丸
が
華
厳
会
米
を
東
大
寺
に
届

け
て
い
た
留
守
の
間
に
官
使
が
下
向
し
た
と
説
明
し
て
い
る
（
建
仁

元
年
四
月
日
尼
真
妙
陳
状
案
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
〇
五
）。
こ
の
地

蔵
丸
は
真
妙
の
代
官
で
あ
り
、
沙
汰
人
は
真
妙
で
あ
ろ
う
。
な
お
真

妙
が
書
状
の
な
か
で
華
厳
会
の
沙
汰
を
「
山
し
な
も
と
に
ゐ
た
る
も

の
の
さ
た
」
つ
ま
り
興
福
寺
の
関
係
者
が
沙
汰
す
る
と
不
評
で
あ
る

と
記
し
て
い
る
が
（
尼
真
妙
陳
状
案
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
〇
）、

こ
れ
は
真
妙
の
息
子
が
興
福
寺
僧
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

（
29
）　

建
仁
元
年
四
月
日
東
大
寺
三
綱
等
申
状
土
代
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
二
〇
六
）。

（
30
）　

正
安
元
年
一
一
月
日
東
大
寺
年
中
行
事
用
途
帳
（『
鎌
倉
遺
文
』

二
〇
三
〇
八
）。

（
31
）　

越
前
公
宗
厳
は
弘
安
か
ら
文
保
に
み
え
る
東
大
寺
僧
で
あ
る
。



二
二

（
32
）　

天
福
二
年
五
月
二
一
日
藤
原
氏
女
田
畠
寄
進
状
（『
鎌
倉
遺
文
』

四
六
六
三
）。

（
33
）　

嘉
禎
四
年
四
月
日
東
大
寺
三
綱
等
申
文
案（『
鎌
倉
遺
文
』五
二
三
七
）。

三
月
一
一
日
貞
久
書
状
案
（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文
書
一―

二
五―

二
四
〇
）の
端
裏
書
に「
覚
寛
子
九
朗
代
官
源
七
男
状
案
三
月
十
一
日
」

と
あ
る
。

（
34
）　

嘉
禎
四
年
四
月
日
東
大
寺
三
綱
等
申
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
二
三
七
）。
年
代
的
に
考
え
る
と
、
慶
遍
が
真
妙
か
ら
沙
汰
人
を

継
承
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
真
妙
の
子
息
に
は
興
福
寺
僧
が
い
た
が

（
尼
真
妙
陳
状
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
〇
）、
そ
れ
が
慶
遍
か
も
し

れ
な
い
。

（
35
）　

延
応
元
年
四
月
日
上
吐
田
荘
沙
汰
人
陳
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
四
二
三
）。
延
応
二
年
三
月
日
東
大
寺
三
綱
等
重
申
状
案
（『
鎌
倉

遺
文
』
五
五
四
五
）。
建
保
六
年
八
月
一
〇
日
上
吐
田
荘
買
主
等
交

名
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
九
〇
）
を
検
討
す
る
と
、
弁
豪
が
買
得

し
た
田
地
は
四
町
三
段
三
〇
〇
歩
と
推
定
で
き
る
。

（
36
）　

安
田
次
郎
「
雑
役
免
荘
園
と
院
家
領
荘
園
」（『
中
世
の
興
福
寺

と
大
和
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。
発
表
は
一
九
九
〇
年
）。

弁
豪
は
上
吐
田
荘
を
唐
橋
大
納
言
家
領
に
寄
進
し
て
い
た
。

（
37
）　

建
保
六
年
八
月
一
〇
日
上
吐
田
荘
買
主
等
交
名
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

二
三
九
〇
）。

（
38
）　

嘉
禎
四
年
三
月
日
華
厳
会
床
饗
料
田
数
注
文
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
二
二
六
）。

（
39
）　

延
応
元
年
四
月
日
上
吐
田
荘
沙
汰
人
陳
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
四
二
三
）。

（
40
）　

嘉
禎
四
年
三
月
日
華
厳
会
床
饗
料
田
数
注
文
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
二
二
六
）、
三
月
一
一
日
貞
久
書
状
案
（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文

書
一―

二
五―

二
四
〇
）。
史
料
Ｊ
は
前
者
、
史
料
Ｋ
は
後
者
。

（
41
）　

嘉
禎
四
年（
一
二
三
八
）四
月
日
東
大
寺
三
綱
等
申
状
案（『
鎌
倉
遺

文
』五
二
三
七
）。
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
田
村
「
平
安
時
代
の
条

里
制
と
寺
僧
私
領
」
前
掲
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
訴
訟
当
事
者
が
上

吐
田
荘
の
領
主
か
ら
興
福
寺
へ
と
交
替
し
、
以
下
の
よ
う
な
文
書
が

残
さ
れ
て
い
る
。

　

 

嘉
禎
四
年
一
〇
月
五
日
上
吐
田
荘
沙
汰
人
言
上
状
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
三
一
二
）

　

 

延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
四
月
日
上
吐
田
荘
沙
汰
人
陳
状
案
（『
鎌

倉
遺
文
』
五
四
二
三
）

　

 

延
応
元
年
七
月
日
興
福
寺
修
理
小
目
代
権
専
当
義
信
言
上
状（『
鎌

倉
遺
文
』
五
四
六
〇
）

　

 

延
応
元
年
八
月
二
日
東
大
寺
小
綱
教
千
申
状
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
四
六
一
）

　

 

延
応
元
年
八
月
二
日
東
大
寺
重
訴
状
土
代
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
四
六
二
）

　
 

延
応
元
年
八
月
日
東
大
寺
重
訴
状
土
代
（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文

書
四―

三
〇
）

　
　
　

東
大
寺
は
点
定
さ
れ
た
田
地
に
東
床
饗
料
免
田
が
含
ま
れ
て
い
る



二
三

華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主

と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
上
吐
田
荘
沙
汰
人
は
、
か
つ
て
華
厳

会
米
沙
汰
人
の
千
得
法
師
が
「
件
所
役
者
、
華
厳
会
東
床
饗
百
九
十

前
内
、
福
田
庄
百
九
前
、
下
土
田
八
十
一
前
也
。
是
皆
被
レ
除
二
進
官

坪
一
、
被
二
充
置
一
之
間
、
無
二
懈
怠
一
者
也
。
又
上
吐
田
庄
内
、
号
二

新
華
厳
会
田
二
一
町
余
在
レ
之
。
今
被
二
点
定
一
坪
々
也
。
但
於
二
其
所

当
米
一
者
、
不
レ
令
レ
進
二

―

済
東
大
寺
一
、
私
名
主
得
分
也
」
と
述
べ
た

と
し
て
、
東
床
饗
料
田
は
福
田
荘
・
下
土
田
で
あ
り
上
吐
田
荘
に
華

厳
会
免
田
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
上
吐
田
荘
に
あ
る
新
華
厳
会
田
は

名
主
の
得
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
上
吐
田
荘
の
饗
料

負
担
を
拒
否
す
る
た
め
の
虚
言
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
新
華
厳
会
田

に
つ
い
て
は
、
領
主
が
免
田
の
割
換
え
な
ど
を
行
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
例
え
ば
建
保
六
年
に
点
定
さ
れ
た
華
厳
会
免
田
の
な
か
に

東
条
三
里
一
四
坪
の
四
段
が
あ
る
が
、
こ
の
坪
は
一
二
世
紀
の
注
文

み
見
え
な
い
。

（
42
）　

延
応
二
年
二
月
二
三
日
東
大
寺
重
訴
状
土
代
（『
鎌
倉
遺
文
』

五
五
二
七
）、延
応
二
年
三
月
二
一
日
官
使
中
原
康
重
言
上
状
案（『
鎌

倉
遺
文
』
五
五
四
三
）、
延
応
二
年
三
月
日
東
大
寺
重
訴
状
案
（『
鎌

倉
遺
文
』
五
五
四
五
）。
な
お
官
使
に
つ
い
て
小
原
嘉
記
「
平
安
後

期
官
使
派
遣
の
特
質
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
二
、二
〇
〇
四
年
）。

（
43
）　

宝
治
三
年
三
月
日
東
大
寺
三
綱
等
奏
状
案
（
東
大
寺
図
書
館
所

蔵
文
書
一―

二
四―

一
八
九
）。

（
44
）　

延
応
二
年
三
月
一
八
日
安
明
寺
荘
下
司
平
群
永
安
請
文
（『
鎌
倉

遺
文
』
五
五
三
七
）、
延
応
二
年
三
月
一
八
日
兼
殿
荘
下
司
乗
蓮
請

文
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
五
三
八
）、
延
応
二
年
三
月
二
〇
日
福
基
寺
荘

南
方
下
司
平
清
光
請
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
五
四
一
）。

（
45
）　

建
長
元
年
四
月
二
六
日
内
平
群
郷
字
御
栗
原
領
主
等
言
上
状
案

（『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
七
一
）。

（
46
）　

年
月
日
未
詳
福
田
荘
百
姓
等
言
上
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
四
八 

九
）。

（
47
）　

年
月
日
未
詳
東
大
寺
下
所
司
栄
実
陳
状
（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文

書
一―

二
四―

三
三
）。
栄
実
は
検
見
使
を
下
し
た
年
預
五
師
を
批

判
す
る
が
、
建
長
の
検
田
帳
・
定
米
注
文
は
日
下
に
栄
実
が
連
署
し

て
い
る
。
栄
実
も
ま
た
「
不
知
案
内
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
48
）　

建
長
三
年
閏
九
月
六
日
福
田
荘
花
厳
会
田
検
田
帳
（『
鎌
倉
遺
文
』

七
三
六
三
）。
建
長
四
年
一
〇
月
三
日
福
田
荘
定
米
注
文
（『
鎌
倉
遺

文
』
七
四
八
一
）。

（
49
）　

建
長
三
年
の
検
田
帳
の
「
華
厳
会
田
」
が
六
町
で
あ
る
の
は
、

水
不
足
で
作
付
け
さ
れ
な
か
っ
た
田
地
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
年
月

日
未
詳
福
田
荘
百
姓
等
言
上
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
四
八
八
）
に

よ
る
と
福
田
荘
は
「
天
水
」
に
依
存
し
て
お
り
、
干
損
の
被
害
を
被

っ
て
い
る
。

（
50
）　

正
応
二
年
五
月
一
〇
日
明
賢
請
文（『
鎌
倉
遺
文
』一
六
九
九
六
）。

（
51
）　

正
応
三
年
五
月
二
日
東
大
寺
年
預
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』一
七 

三
三
九
）。

（
52
）　

正
応
三
年
一
一
月
一
四
日
福
田
荘
沙
汰
人
等
請
文
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
七
四
七
八
）。



二
四

（
53
）　

正
応
三
年
五
月
二
日
東
大
寺
年
預
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
七
三
三
九
）。

（
54
）　

年
月
日
未
詳
下
所
司
栄
実
陳
状（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文
書
一―

二
四―

三
三
）。

（
55
）　

喜
多
院
二
階
堂
の
所
領
に
福
田
荘
が
み
え
る
（『
史
料
纂
集　

三

箇
院
家
抄
』
第
一
、八
頁
）。
尼
公
は
下
地
を
留
め
て
上
分
を
寄
進
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

（
56
）　

文
永
六
年
九
月
七
日
福
田
荘
百
姓
等
連
署
請
文
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
〇
四
九
〇
）。

（
57
）　

文
永
一
一
年
九
月
五
日
福
田
荘
沙
汰
人
百
姓
等
請
文（『
鎌
倉
遺
文
』

一
一
七
一
一
）。

（
58
）　

文
永
六
年
九
月
七
日
福
田
荘
沙
汰
人
蔵
円
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
〇
四
八
七
）。

（
59
）　

文
永
六
年
九
月
七
日
福
田
荘
沙
汰
人
蔵
円
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
〇
四
八
七
）
は
日
下
に
「
沙
汰
人
蔵
円
」
と
あ
り
、
端
裏
書
は
「
下

司
請
文
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
60
）　

年
月
日
未
詳
東
大
寺
下
所
司
栄
実
陳
状
（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵

文
書
一―

二
四―

三
三
）。
こ
こ
で
栄
実
は
「
過
二
其
期
限
一
之
時
、

被
レ
退
二

─

出
領
家
職
於
惣
寺
一
者
傍
例
也
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

領
家
職
と
は
地
主
＝
領
主
で
あ
る
尼
公
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。
領
主
の
責
務
に
つ
い
て
は
澤
「
鎌
倉
期
大
和
国
に
お
け
る

寺
領
支
配
の
一
類
型
」
前
掲
が
的
確
に
論
じ
て
い
る
。

（
61
）　

大
和
国
の
雑
役
免
荘
園
は
寺
僧
・
院
家
な
ど
の
所
領
・
荘
園
に

設
定
さ
れ
た
得
分
権
で
あ
り
、
谷
口
・
澤
・
田
村
が
論
じ
る
よ
う
に

私
領
と
負
所
の
関
係
で
あ
る
。
ま
た
雑
役
免
荘
園
と
院
家
領
荘
園
が

混
同
さ
れ
て
き
た
が
、
泉
谷
康
夫
・
安
田
次
郎
に
よ
っ
て
両
者
が
異

な
る
荘
園
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
の
、
安
田
は
「
寺

門
の
雑
役
免
荘
園
が
院
家
領
荘
園
に
吸
収
・
合
体
さ
れ
て
ゆ
く
ケ
ー

ス
」
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
安
田
「
雑
役
免
荘
園
と
院
家
領
荘
園
」

前
掲
一
九
〇
頁
）。
し
か
し
両
者
は
負
所
と
私
領
と
い
う
関
係
で
あ

り
、「
吸
収
・
合
体
」
と
い
う
表
現
は
正
確
で
は
な
い
。


